
随意契約を前提とした見積依頼です。

有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方といたします。

番号 種別 件　　　名 見積依頼公開日 見積書提出期限 見積合わせの日時 備　考

1 役務
新田原飛行場周辺地区（６）

地積測量図作成業務
令和６年４月３０日

令和６年５月９日
１７時００分

令和６年５月１０日
９時３０分

●見積書提出要領

（１）本方式における案件に申込みを行う場合は実施要領を熟読すること。

（２）見積書の宛先を「支出負担行為担当官　熊本防衛支局長」とすること。

　　　提出方法は、持参、郵送又は電子メールによるものとする。（郵送の場合は、提出期限までの必着とする。）

（４）落札者が、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を適用する。

（５）仕様書に関する問い合わせ先：

　　　熊本防衛支局業務課国有財産管理係　電話　096-368-2172

（６）見積書の提出先及び仕様書等の交付場所：

　　〒862-0901　熊本県熊本市東区東町１－１－１１

　　　熊本防衛支局業務課国有財産管理係　電話　096-368-2172

　　　　　　　　　　　　令和６年４月３０日

令和６年度熊本防衛支局におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

（３）見積書の提出をする際には、別紙「暴力団排除に関する誓約書」及び「資格審査結果通知（全省庁統一資格）（写し）」
　　　（令和０４、０５、０６年度競争参加資格（全省庁統一資格））を添付すること。



 

                                                                 熊本防衛支局 業務課 

 

仕 様 書 
 

１ 業 務 名 新田原飛行場周辺地区（６）地積測量図作成業務 

 

２ 業務場所 宮崎県西都市 

 

３ 履行期間 自 契約締結日翌日 

至 令和６年６月１４日 

 

４ 業務内容 本業務は、新田原飛行場周辺地区に所在する国有地(宮崎県西都市大字岡富字尾崎

１３４２番３において、Ｒ4 に実施した測量地積と現登記事項証明に記載されている地積が相違

していることから、法務局へ地積更正を行うための、地積測量図の作成を目的とする。 

 

５ 業務数量 

(1) 境界点数 ２４点 

地  積 ２９０２.１２㎡ 

    

※実測図は別紙のとおり 

 

６ 一般仕様 

  本業務の実施にあたっては、現地にて実施区域を確認するとともに、本仕様書及び図面に基 

づき当支局担当官と打ち合わせのうえ実施しなければならない。また、仕様書に明記なき事項 

でも現場管理上当然要求される事項については、請負金額の範囲内において実施すること。なお、 

実施に伴う安全注意義務は請負者として当然であるが、不測の事態発生または疑問が生じたとき 

は当支局担当官に連絡し、よく調整のうえ指示を受けて処理する等、事故防止には特段の注意を 

払い万全を期すこと。 

 

７ 業務方法等 

 (1) 地積測量図作成  

提供する実測図を元に、地積測量図を作成する。 

 

(2) 共通事項 

ア 本業務に使用した機械の損失等は、一切受注者の責任において負担すること。 

   イ 実施に際し、投棄された一般ごみ（紙屑、空き缶、空き瓶、その他不要物）を発見した場 

   合には、これを収集し適切に処分すること。 

  ウ 実施時にスズメバチ等の有害昆虫の巣及び動物の死骸等を発見した場合は、即時撤去及び 

処分すること。 

 

８ 業務報告及び完了検査 

 (1) 業務報告 

  ア 本業務の完了の際は、速やかに当支局担当官に報告すること。 

イ 業務完了後、地積測量用紙(ポリエステルサンド和紙 B4 版)に印刷し、５部提出すること。 

 (2) 確認事項 

当支局担当官に各地区完了毎に確認依頼を行い、担当官から指摘があった場合は、直ちに補修 

を実施し再度確認を得ること。 



 (3) 完了検査 

   業務完了後は、その都度検査官等により成果の検査を受け、不適切な箇所があった場合は、受 

注者の負担において手直しを行い、完了後は再検査を受けること。 

 

９ 留意事項 

 (1) 業務実施箇所は、民有地（田畑、民家等）と隣接している状況にあり、また、狭あいな農道 

  等を通行することも多く、車両等による側溝等の破損や轍が生じないよう通行することと 

  し、農道等を傷めた場合は、直ちに修復すること。また周辺の農作業等へ影響を及ぼすことの 

ないよう十分注意すること。 

 (2) 各種業務実施中に誤って防衛省等の境界杭を棄損した場合は、直ちに監督官に連絡し指示を 

  受けなければならない。その際の復旧費は受注者の負担とする。 

 (3) 各種業務実施により第三者等へ被害を及ぼした場合は、受注者負担により原状回復もしくは、 

  損害賠償すること。 

(4) 本業務に使用した機械の損失等は、一切請負者の責任において負担すること。 

 

以 上  
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業務委託契約書(案)



業務委託契約書

１ 業務の名称 新田原飛行場周辺地区（６）地積測量図作成業務

２ 履 行 期 間 令和６年〇月〇〇日から

令和６年〇月〇〇日まで

３ 履 行 場 所 宮崎県西都市

４ 業務委託料 ￥－

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥－）

５ 契約保証金

上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保

有する。

令和６年〇月〇〇日

発注者 支出負担行為担当官

熊本防衛支局長 宮川 真一郎

受注者 住 所

会 社 名

代表者氏名



（総則）

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守

し、この契約（この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。

２ 受注者は、この契約書記載の業務（以下「業務」という。）をこの契約書記載の履行

期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）

を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

３ 発注者は、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、

受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

４ 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しく

は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段

をその責任において定めるものとする。

５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものと

する。

８ この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９

号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

１０ この契約に係る訴訟の提起又は調停（第３１条の規定に基づき、発注者と受注者と

の協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判

所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（指示等及び協議の書面主義）

第２条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者

は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び

受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するもの

とする。

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該

協議の内容を書面に記録するものとする。

（権利義務の譲渡等）

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

（再委託の禁止等）

第４条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらか

じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

２ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託した者の商号又は名称その他必要な事

項の通知を請求することができる。



（秘密の保持）

第５条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 受注者は、業務処理の過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又

は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

（地元関係者との交渉等）

第６条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者

の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

２ 前項の場合において、当該交渉等に関して要した費用は、発注者の負担とする。

（履行報告等）

第７条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告

しなければならない。

２ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査

をし、又は報告を請求することができる。

（仕様書と業務内容が一致しない場合の補正義務）

第８条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協

議の内容に適合しない場合において、発注者がその補正を請求したときは、当該請求に

従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその

他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるとき

は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

（条件変更等）

第９条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(１) 仕様書が一致しないこと。

(２) 仕様書に誤り又は脱漏があること。

(３) 仕様書の表示が明確でないこと。

(４) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別の状態

が生じたこと。

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して採るべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後１４日以内に、

その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ

を得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長す

ることができる。

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

５ 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及



ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（仕様書等の変更）

第１０条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書

又は業務に関する指示（以下この条において「仕様書等」という。）の変更内容を受注

者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要

があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（業務の中止）

第１１条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、

業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認め

られるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。

（受注者の請求による履行期間の延長）

第１２条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了

することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変

更を請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第１３条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間

の短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行

期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行期間の変更方法）

第１４条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す

る。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第１２条の場合に

あっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が

履行期間変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）

第１５条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、



協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

（一般的損害）

第１６条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害

（次条第１項、第２項若しくは第３項又は第１８条第１項に規定する損害を除く。）に

ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰す

べき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第１７条 業務を行うにつき、第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）

について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がそ

の賠償額を負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害のうち、発注者の指示、その他発注者

の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注

者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知

りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

３ 業務を行うにつき、通常避けることができない理由により第三者に及ぼしたときは、

発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき、受注者が損

害の防止に必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについ

ては、受注者が負担する。

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第１８条 成果物の引渡し前に、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

もの（以下この条において「不可抗力」という。）により、業務の出来形部分（以下こ

の条において「業務の出来形部分」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その

事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において

「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（業務の出来形部分、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確

認することができるものに限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額



（第６項において「損害合計額」という。）のうち、業務委託料の１００分の１を超え

る額を負担しなければならない。

５ 業務の出来形部分に関する損害の額は、損害を受けた出来形部分に相応する業務委託

料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「業務委託料の１００分の１を超える額」とあるのは「業

務委託料の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同

項の規定を適用する。

（業務委託料の変更に代える仕様書の変更）

第１９条 発注者は、第８条から第１３条までの規定により業務委託料を増額すべき場合

又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は

負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕

様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１

４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第２０条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受け

たときは、通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるとこ

ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知

しなければならない。

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料

の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、

当該請求に直ちに応じなければならない。

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに補正して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなして前４

項の規定を適用する。

（業務委託料の支払）

第２１条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求する

ことができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に

業務委託料を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しないとき



は、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以

下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合に

おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（引渡し前における成果物の使用）

第２２条 発注者は、第２０条第３項若しくは第４項の規定による引渡し前においても、

成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者

に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（第三者による代理受領）

第２３条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三

者を代理人とすることができる。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第２１条第２項の規定に基づく支払をしなければならない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第２４条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな

い場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、年５パーセント（国

の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める

率）の割合で計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第２６条第２項の規定による業務委託料の支払

が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パ

ーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に規定する財務大臣が

決定する率）の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（瑕疵担保）

第２５条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそ

の瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求するこ

とができる。

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第２０条第２項の規定による検査に合格した

ことをもって免れるものではない。

３ 第１項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第２０条第３項又は第４項の

規定による成果物の引渡しを受けた日から３年以内に行わなければならない。ただし、

その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことが

できる期間は１０年とする。

４ 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請

求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、



この限りではない。

５ 第１項の規定は、成果物の瑕疵が仕様書の記載内容又は発注者の指示により生じたも

のであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。

（発注者の解除権）

第２６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。

(１) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(２) その責めに帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に

業務が完了しないと明らかに認められるとき。

(３) 第４条の規定に違反したとき。

(４) 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的

を達することができないと認められるとき。

(５) 第２８条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の１

０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。

第２７条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。

（受注者の解除権）

第２８条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。

(１) 第１０条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少した

とき。

(２) 第１１条の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０

分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部の

みの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、な

おその中止が解除されないとき。

(３) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となった

とき。

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除の効果）

第２９条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の

義務は消滅する。

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が

既に業務を完了した部分（以下この条において「既履行部分」という。）の引渡しを受

ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引



渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行

部分に相応する業務委託料（以下この条において「既履行部分委託料」という。）を受

注者に支払わなければならない。

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。

（賠償金等の徴収）

第３０条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間

内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し

た日から業務委託料支払の日まで年５パーセント（国の債権の管理等に関する法律施行

令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率）の割合で計算した利息を付した

額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パーセント（国

の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める

率）の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（紛争の解決）

第３１条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協

議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約

に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の

上調停人１名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場

合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の

定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他

のものは発注者と受注者とがそれそれ負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、同項に

規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事

訴訟法（明治２３年法律第２９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（明治２６年法

律第２２２号）に基づく調停の申立を行うことができる。

（補則）

第３２条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協

議して定める。



談合等の不正行為に関する特約条項

発注者及び受注者は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。

（談合等の不正行為に係る解除）

第１条 発注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は

一部を解除することができる。

一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第

７条又は第８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限

る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったと

き、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない

旨の通知を行ったとき。

二 受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８

条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第７条の２第

１８項又は第２１項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを

発注者に提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）

第２条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１０分の１に相当する額を違

約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第

８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規

定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金

の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人）が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項の規定による刑が確定したとき。

２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、

前項の契約金額の１０分の１に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額

を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。



一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１項及び第７項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったと

き。

三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書

を提出しているとき。

３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。

４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。



暴力団排除に関する特約条項

発注者及び受注者は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。

（属性に基づく契約解除）

第１条 発注者は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長（以

下「暴力団対策主管課長」という。）への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知によ

り、受注者が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができ

る。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。） の代

表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7

7号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２ 受注者は、発注者から求めがあった場合、受注者の役員名簿（有価証券報告書に記載

のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、

氏名及び生年月日の一覧表とする。）及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これら

の提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するも

のとする。

（行為に基づく契約解除）

第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合は、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（暴力団排除に関する表明及び確約）

第３条 受注者は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ

ても該当しないことを確約する。

２ 受注者は、前２条各号の一に該当する者（以下「排除対象者」という。）を下請負者等

（下請負者（再下請負以降の全ての下請負者を含む。）、受任者(再委任以降の全ての受



任者を含む。）及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当

該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。

（下請負者等に関する契約解除）

第４条 受注者は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに

当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしな

ければならない。

２ 発注者は、受注者が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該

下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措

置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

３ 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除

した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に相当する代金）の１０パーセントの金

額を受注者から違約金として徴収するものとする。

４ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条 受注者は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ

うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるととも

に、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必

要な協力を行うものとする。



個人情報の取扱いに関する特約条項

発注者及び受注者は、個人情報の取扱いに関し、次の特約条項を定める。

１ 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。

３ 受注者は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用してはなら

ない。

４ 受注者は、業務に係る個人情報を他の目的で利用してはならない。また、当該情報を第

三者へ提供してはならない。

５ 受注者は、個人情報を複製する場合、あらかじめ、書面により発注者の承認を受けなけ

ればならない。

６ 受注者は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。また、発注者は、特に必要と

認めた場合は、受注者に対し、個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、

又はその職員に受注者の関係場所に立入調査をさせることができる。

７ 業務に関し事故等が発生した場合、受注者は、速やかに、その内容を発注者に報告す

る。

８ 発注者は、受注者が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合、この

契約の全部又は一部を解除することができる。



債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項

甲及び乙は、債権譲渡制限特約の部分的解除に関し、次の特約条項を定める。

（債権譲渡制限特約の部分的解除）

第１条契約書第３条の規定にかかわらず、乙が中小企業者（中小企業信用保

険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定する者をいう。以下

同じ。）である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが可

能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和

２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対し、甲に対する

売掛債権を譲渡することができる。

２前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払

による弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）

第４２条の２の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った

時点で効力を生ずるものとする。

３前項の規定は、甲が、前渡資金から乙に対価を支払う場合には適用しない。

（譲渡可能な売掛債権）

第２条前条第１項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が

当該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了

していることを甲が受領検査調書や納品書などにより確認しており、かつ、

その金額が確定しているものとする。

（部分払、前金払又は概算払との関係）

第３条乙は、第１条第１項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点に

おいて、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受け

ている場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額

のみ譲渡することができる。

（承諾申請及び通知の様式）

第４条乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、

承諾申請は様式１により、通知は様式２により行わなければならない。

（承諾の様式）

第５条甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡

の対象となる売掛債権が第２条に規定する要件を満たすことを確認の上、様

式１に定めた事項を遵守することを条件として承諾をするものとする。

（甲の権利及び利益）

第６条甲及び乙は、乙の売掛債権譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務

不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払によ



る債務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来

の変更、その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及

ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。

２乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用

保証協会及び金融機関に対し、原契約条項及びこの特約条項の内容を説明し

なければならない。



（様式１）
債権譲渡承諾申請書

年 月 日
支出負担行為担当官 殿

住 所：
譲渡人：（甲） ○○株式会社
代表者：
担当者：
連絡先：

住 所：
譲渡人：（乙） 株式会社○○銀行
代表者：
担当者：
連絡先：

住 所：
譲渡人：（丙） ○○信用保証協会
代表者：
担当者：
連絡先：

○○株式会社（以下「甲」という。）は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受けました。つきましては、「債権譲渡承諾書」による貴殿の
承諾がなされることを前提として、甲が○○契約に基づく代金債権（以下「譲渡対象債権」とい
う。）を株式会社○○銀行（以下「乙」という。）及び○○信用保証協会（以下「丙」という。）に
譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けたいので、「債権譲渡制限特約の部分的
解除のための特約条項」第１条及び第４条の規定に基づき、貴殿の承認を得たく申請します。

その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
１．譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号
の規定に基づき、契約物品（又は役務）全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされ
ること。

２．乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象
債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。

３．国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項（当該契約条項に基づく変更契約を含む。）
以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前
どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その
他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。

４．本件申請の内容について、直接確認することがあること。

また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記

１．貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
２．譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
３．乙及び丙が指定する口座の表示

〇〇銀行〇〇支店・口座の種類
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

口座人名義〇〇・口座番号○○○○
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ



○○○第○○○○号
年 月 日

債権譲渡承諾書

住 所：
譲渡人：（甲） ○○株式会社
代表者：

住 所：
譲渡人：（乙） 株式会社○○銀行
代表者：

住 所：
譲渡人：（丙） ○○信用保証協会
代表者：

上記申請につき、○○契約に基づく譲渡対象債権の乙及び丙への譲渡については、下記の事項
を甲、乙及び丙が遵守することを条件として、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項
第５条」の規定に基づき承諾します。

記

１．本承諾によって、○○契約（当該契約条項に基づく変更契約を含む。）に規定する国の権利及
び利益には何ら変更がなく、また甲の本契約上の責任は一切軽減されるものではないこと。
２．乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債
権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
１．国による代金の支払は、○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであること。

支出負担行為担当官

確認日付欄

（お問い合わせ先）
担当：
電話：



（様式２）
［内容証明郵便等の民法施行法第５条の規定による証書］

債権譲渡通知書

支出負担行為担当官 殿

住 所：
譲渡人：（甲） ○○株式会社
代表者：
担当者：
連絡先：

住 所：
譲渡人：（乙） 株式会社○○銀行
代表者：
担当者：
連絡先：

住 所：
譲渡人：（丙） ○○信用保証協会
代表者：
担当者：
連絡先：

○○株式会社（以下「甲」という。）は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受け【［準確定契約及び概算契約の場合は記述］、かつ○年○
月○日に契約金額が確定し】ました。よって、甲が○○契約に基づく代金債権（以下「譲渡対象
債権」という。）を株式会社○○銀行（以下乙」という。）及び○○信用保証協会（以下「丙」と
いう。）に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けました。つきましては、「債
権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第１条及び第４条の規定に基づき、本書をもっ
てご通知申し上げます。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
１．譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の
規定に基づき、契約物品（又は役務）全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
２．乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債
権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
３．国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項（当該契約条項に基づく変更契約を含む。）
以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どお
り甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の
費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
４．本件通知の内容について、直接確認することがあること。

また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記

１．貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
２．譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
３．乙及び丙が指定する口座の表示

〇〇銀行〇〇支店・口座の種類
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

口座人名義〇〇・口座番号○○○○
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ
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